
 

指摘事項等 お受けした日 令和５年９月２０日 

件 名 生活相談について 

内 容 

・ほうかつ支援センターの職員と生活相談を行っていたが、し

ばらく間を空けたら、疎遠になってしまった。 

・相談を再開したい。 

対応状況 担当部署  福祉保健部 健康政策課 

⇒お話を伺った。 

 

・ほうかつ支援センターに連絡し、相談者の意向を伝え、相談の再開を依頼し

た。 

・センター職員が自宅を訪問し、生活相談を再開した。 

 

 

 

 


